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（国際ロータリー第2690地区）
「未来に希望を持とう」

2023-24年度国際ロータリーのテーマ一  真実かどうか
二  みんなに公平か
三  好意と友情を深めるか
四  みんなのためになるかどうか

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

RI会長　ゴードン R. マッキナリー

世界に希望を生み出そう
CREATE HOPE in the WORLD

ソ ン グ　四つのテストの歌
ゲストの紹介
倉吉市長　広田一恭様
食　　事　洋食弁当
会員誕生日祝い・結婚記念日祝い・配偶者誕生日祝
い・皆出席賞表彰
会長時間
　今日は広田倉吉市長をお迎えしての例会です。広
田市長には日々お忙しい中、倉吉東ロータリークラブ
にお越しいただきありがとうございます。プログラム委
員会は毎例会の卓話をお世話になっています。毎週の
ことなので気苦労もあるでしょうが引き続きよろしく
お願いします。
　9日は地区インターアクトブロック協議会でした。今
年度は倉吉北高等学校が指導者講習会のホスト校に
あたっています。加えて地区幹事・副幹事を兼任とい
う巡り合わせで、新木委員長には手探りの中大変お
世話になっております。そこで今日は青少年インターア
クト委員会のことを話します。
　クラブ細則第8条　委員会　第1節（3）にこの委
員会は理事の中から任命するとあります。（6）は職
業分類、ロータリー情報及び青少年奉仕の各委員
会は、可能であればそれぞれ3名の委員をもって構
成し、そのうち1名は1年、1名は2年、1名は3年の任
期をもってそれぞれ任命する。とあります。
　その他の委員会は再任が1年で、特別の場合を除
き2年を超えて同一職務に就くことはできません。
それだけ引き継ぐことも多く、地区委員にも輪番
表があり、ルールに基づいて各ロータリークラブ
委員長の役割がまわってきます。ブロックでは当
クラブ、鳥取クラブ、米子南クラブと3クラブがイ
ンターアクトクラブを提唱していますので3年に
1度の指導者講習会、地区委員長はガバナーエレク
ト輩出のRC、副幹事は指導者講習会の主管RCな
ど、わかりづらいので輪番表があるようです。この
委員会は笠田副幹事が任期を超えて5年間たずさ
わってくださいました。佐藤副委員長は年度途中
の入会を合わせると4年めですが、佐藤会員が抜け
てしまうと2年目3年目がいなくなってしまうので
再任頂きました。来年度は本田会員が再任と思わ
れます。
　8日には「とにかく明るい安村」さんが三朝の河
原風呂に入ってくださいました。
　「安心してください。パンツはいてました。」の浮
気騒動からの復活にもかかわらず、憎めないキャ
ラクター、かわいらしさ。実際、食材の説明をして
いると「ママ～、蟹むいて～」といわれて、笑ってお

世話をしたくなる愛嬌。サービス精神旺盛な任期
なしの温泉応援アンバサダーが鳥取県に誕生し心
強いです。倉吉市でも何かのイベントに呼んでく
ださい。
幹事報告
⃝�ハイライトよねやま　282号
⃝�山本幸隆様より
　故山本和宏さま満中陰法要のご報告状
⃝�本日例会終了後、定例理事会を3階にて行います。
⃝�来週9月21日（木）の例会では、北高インターアクトク
ラブの生徒と顧問の先生をお呼びして、インターア
クトガバナー表彰式を行います。
⃝�ガバナー公式訪問例会の時の記念写真の注文を
取りまとめています。

 委員会報告
⃝�出席報告
　　会�員�数 48名
　　出席会員 31名　欠席会員 14名
　　　　　　　　　 免除会員  3名
　　本日出席率　　   88.89％
⃝�スマイル報告
　・�足立由里子会長・藤井武親副会長・
　・�今村憲治幹事：髙田保幸会員・清水雅文会員・
　・�笠田直樹会員・野口圭太郎会員・磯江淳会員・
　・�津村佳英会員・吉田誠会員・大江稚乃会員：
　・�　広田市長をお迎えして
　・�前田六仁会員・足立智子会員・笠田直樹会員・
　・�長棟秀文会員・川本博文会員・野口圭太郎会員：
　会員お祝いをいただき

　・�欠席2件、早退1件
卓話

　　　　　　倉吉市長　広田一恭様

閉会
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